
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　

　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

四

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
三
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
の
届
出 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

四

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

五

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
漁
業
法
第
十
一
条
第
四
項
に
基
づ
く
公
聴
会
の
開
催 

六

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

さ
く
ら
ん
ぼ
く
ら
ぶ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

熊
谷　

由
紀

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
下
田
中
六
十
番
地
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、『
チ
ャ
レ
ン
ジ
』
を
合
言
葉
に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
通
し
、
利
用

者
と
共
に
成
長
し
、
支
え
あ
い
な
が
ら
、「
安
全
に
」「
元
気
で
」「
楽
し
く
」
生

活
で
き
る
よ
う
な
地
域
社
会
を
創
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類
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番

号
一二三四五六七八九

種　
　

類

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

あ
い
の
う
た

　

５
０
５
２
５－

５
９

特
選
恋
愛
フ
ァ
イ
ル　

裏
ひ
と
夏
の
体
験

　

５
０
５
２
５－

１
９

サ
ム
ラ
イ
イ
ー
エ
ル
オ
ー　

１
０
月
号

　

１
４
１
７
１－

１
０

金
の
Ｅ
Ｘ　

Ｇ
・
Ｔ
・
Ｒ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

１
２

　

６
８
４
６
３－

８
３

黄
金
の
Ｇ
Ｔ　

Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｏ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

１
０

　

６
３
４
２
７－

６
０

マ
マ
は
同
級
生　

１

　

５
６
０
１
９－

１
４

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル　

１
０
月
号

　

１
９
６
２
５－

１
０

ス
ィ
ー
ト　

ホ
ー
ム　

ハ
レ
ム　

１

　

４
４
６
５
０－

３
４

Ｅ
Ｘ
ｃ
ｉ
ｔ
ｅ
ｒ　

９
月
号

　

１
１
９
５
７－

０
９

発　
　

行　
　

所

㈱
芳
文
社

㈱
芳
文
社

イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
㈱

㈱
大
洋
図
書

㈱
晋
遊
舎

㈱
秋
田
書
店

㈱
宙
出
版

㈱
宙
出
版

㈱
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
・



二　

指
定
理
由

　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
九
ま
で
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
十
の
図
書
類
に
あ
っ

て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
及
び
著
し
く
自
殺
若
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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十

雑

誌

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

１
０
月
号

　

０
１
８
０
５－

１
０

メ
デ
ィ
ア

㈱
鉄
人
社

名　
　
　

称

宮
城
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ

ー公
立
志
津
川
病
院

多
賀
城
腎
・
泌
尿
器
ク
リ
ニ

ッ
ク

公
立
南
三
陸
診
療
所

歌
津
八
番
ク
リ
ニ
ッ
ク

ス
ト
レ
ス
ケ
ア
・
ク
リ
ニ
ッ

ク　

ル
メ
ー
ト

わ
く
や
お
歯
科

お
歯
科

み
な
と
薬
局

た
ん
ぽ
ぽ
調
剤
薬
局

所　
　

在　
　

地

名
取
市
手
倉
田
字
山
無
番
地

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
大
又
三－

一

多
賀
城
市
桜
木
一－

一－

二
十

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
沼
田
五
十
六

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
枡
沢
七
十
七－

一

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
五－

十
二－

一

遠
田
郡
涌
谷
町
涌
谷
字
洞
ヶ
崎
五　

イ
オ
ン
ス

ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
涌
谷
店

石
巻
市
流
留
字
七
勺
一－

一　

イ
オ
ン
ス
ー
パ

ー
セ
ン
タ
ー
石
巻
東
店

気
仙
沼
市
古
町
三－

二－

四
十
六

岩
沼
市
押
分
字
奥
山
十
三

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

平
成
二
十
三
年
七
月
十
六
日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七

日平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七

日平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

サ
ミ
ー
薬
局
り
ん
く
う
店

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
五－

六－

九

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

名　
　
　

称

宮
城
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ

ー公
立
志
津
川
病
院

宮
城
利
府
掖
済
会
病
院
附
属

塩
釜
診
療
所

Ｇ
Ｉ
ス
ズ
キ
ク
リ
ニ
ッ
ク

熊
井
医
院

木
島
医
院

医
療
法
人
社
団
真
仁
会
鎌
田

医
院

さ
さ
は
ら
総
合
診
療
科

み
な
と
薬
局

志
津
川
調
剤
薬
局 

南
三
陸
ス
マ
イ
ル
薬
局

石
巻
医
薬
品
セ
ン
タ
ー
薬
局

若
菜
調
剤
薬
局

所　
　

在　
　

地

名
取
市
手
倉
田
字
山
無
番
地

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
汐
見
町
十
五

塩
釜
市
新
浜
町
一－

十
二－

三

名
取
市
田
高
字
原
五
百
九－

三

石
巻
市
中
央
一－

十－

二
十
三

気
仙
沼
市
神
山
六－

五

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
伊
里
前
百
七
十
三－

一本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
汐
見
町
二
十
三

気
仙
沼
市
新
浜
町
二－

五－

二
十
七

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
汐
見
町
十
八

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
十
日
町
百
四
十
二

－

三
石
巻
市
門
脇
三－

十
三－

四
十
六

石
巻
市
吉
野
町
一－

五－

二
十
五

廃

止

年

月

日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一

日平
成
二
十
三
年
三
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一

日平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一

日平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
三
年
七
月
四
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一

日平
成
二
十
三
年
六
月
十
三
日



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
休
止
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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日
本
調
剤
石
巻
薬
局

石
巻
市
門
脇
町
三－

十
二－

五

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
七

日

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

変
更
前

変
更
後

名　
　
　

称

赤
坂
病
院

医
療
法
人
海
邦
会
鹿
島

記
念
病
院

登
米
市
立
登
米
診
療
所

赤
坂
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
海
邦
会
鹿
島

メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

門
脇
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

古
川
調
剤
薬
局

迫
桜
調
剤
薬
局

し
ぶ
や
薬
局

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
広
渕
字
長
山
百

登
米
市
登
米
町
寺
池
桜
小
路
百

登
米
市
登
米
町
寺
池
桜
小
路
百
三
十
二－

一石
巻
市
南
中
里
三－

十
一－

二
十
九

石
巻
市
門
脇
町
一－

十
二－

六

石
巻
市
清
水
町
一－

十－

一

大
崎
市
古
川
大
宮
八－

九－

二
十
四

大
崎
市
古
川
大
宮
八－

九－

十
四

栗
原
市
築
館
高
田
二－

十
八－

百
三
十
一

変

更

年

月

日

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
日

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

名　
　
　

称

お
ぎ
は
ら
歯
科
医
院

所　
　

在　
　

地

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
西
頭
無
四
十
三－

八
十

一

休

止

年

月

日

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

渡
辺　

友
嗣

（
た
か
ぎ
接
骨
院
）

櫻
井　

日
向

（
北
四
番
丁
治
療
院
）

阿
相　

直
樹

（
北
船
岡
整
骨
院
）

石
井　

佑
平

（
ま
ち
の
整
骨
院
）

渡
邉　

涼
平

（
も
み
の
木
整
骨
院
）

佐
々
木　

幹
子

（
ふ
れ
あ
い
心
の
サ
ー
ビ
ス

亘
理
店
）

今
野　

毅

（
ふ
れ
あ
い
心
の
サ
ー
ビ
ス

名
取
店
）

施

術

所

の

所

在

地

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
町
東
二
二
十－

一

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一－

十
四－

十
五　

グ
ラ

ン
ス
ポ
ー
ル
内

柴
田
郡
柴
田
町
北
船
岡
三－

五－

十
四

仙
台
市
青
葉
区
川
平
四－

二－

十
七

名
取
市
飯
名
坂
三－

五－

十

亘
理
郡
山
元
町
浅
生
原
字
下
大
沢
二
十
六－

三

十名
取
市
那
智
が
丘
四－

一－

十
五

指

定

年

月

日

平
成
二
十
三
年
六
月
一
日

平
成
二
十
三
年
六
月
三
日

平
成
二
十
三
年
六
月
八
日

平
成
二
十
三
年
六
月
十
五
日

平
成
二
十
三
年
七
月
六
日

平
成
二
十
三
年
七
月
六
日

平
成
二
十
三
年
七
月
六
日



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
河
北
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

石
巻
西
部
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
一
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

石
巻
中
部
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号

　

石
巻
市
か
ら
石
巻
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

　

２　

名
称　

石
巻
東
部
地
区
被
災
市
街
地
復
興
推
進
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
真
坂
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

　

就
任
し
た
者
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荒
川　

明

（
株
式
会
社
さ
く
ら
サ
ー
ビ

ス
）

桑
原　

由
紀
子

（
ふ
れ
あ
い
心
の
サ
ー
ビ
ス

仙
台
）

仙
台
市
青
葉
区
錦
ヶ
丘
八－

二
十
一－

三
十
二

仙
台
市
泉
区
松
森
明
神
二
十
九－

二　

グ
リ
ン

リ
ー
フ
泉
一
〇
一
号

平
成
二
十
三
年
七
月
六
日

平
成
二
十
三
年
七
月
六
日

変　

更　

の　

区　

間

石
巻
市
大
瓜
字
上
小
塚
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
瓜
字
鐘
四
九
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ
後
Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〜

 

四
八
・
〇

一
六
・
〇
〜

五
一
・
〇

一
六
・
〇
〜

 

五
一
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

四
〇
〇
・
〇

八
二
八
・
〇

八
二
八
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

就

任

年

月

日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

　

江
合
川
沿
岸
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
二
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
土
地
改
良

区
が
管
理
す
る
二
ッ
石
頭
首
工
の
管
理
規
程
を
次
の
と
お
り
平
成
二
十
三
年
九
月
十
二
日
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

　
　
　

二
ッ
石
頭
首
工
管
理
規
程
（
概
要
）

一　

管
理
者

　
　

大
崎
土
地
改
良
区
二
ッ
石
頭
首
工
管
理
責
任
者

二　

貯
水
、
放
流
又
は
取
水
に
関
す
る
事
項

１　

頭
首
工
地
点
に
お
け
る
常
時
取
水
位
は
、
八
七．

八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と
し
、
ゲ
ー
ト
操
作
に
よ
る
頭
首
工
地
点

の
水
位
は
、
八
八．

二
四
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
え
て
堰
上
げ
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

２　

か
ん
が
い
期
間
は
毎
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
と
す
る
。

　

３　

頭
首
工
地
点
か
ら
の
か
ん
が
い
用
水
の
最
大
取
水
量
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　

四
月
二
十
六
日
か
ら
五
月
十
日
ま
で
毎
秒
二．

三
四
一
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

五
月
十
一
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
毎
秒
一．

五
三
四
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

九
月
六
日
か
ら
翌
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
毎
秒
〇．

五
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

三　

そ
の
他
管
理
規
程
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

　

１　

ゲ
ー
ト
の
操
作
、
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

　

２　

緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

　

３　

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
土
地
改
良

区
が
管
理
す
る
清
水
川
頭
首
工
の
管
理
規
程
を
次
の
と
お
り
平
成
二
十
三
年
九
月
十
二
日
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

吉　
　

田　
　

祐　
　

幸　
　
　

　
　
　

清
水
川
頭
首
工
管
理
規
程
（
概
要
）

一　

管
理
者　

　
　

大
崎
土
地
改
良
区
清
水
川
頭
首
工
管
理
責
任
者

二　

貯
水
、
放
流
又
は
取
水
に
関
す
る
事
項

１　

頭
首
工
地
点
に
お
け
る
常
時
取
水
位
は
、
二
〇．

四
一
六
メ
ー
ト
ル
と
し
、
ゲ
ー
ト
操
作
に
よ
る
頭
首
工
の
水

位
は
、
二
〇．

六
九
二
メ
ー
ト
ル
を
越
え
て
堰
上
げ
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

２　

か
ん
が
い
期
間
は
毎
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
と
す
る
。

　

３　

頭
首
工
地
点
か
ら
の
か
ん
が
い
用
水
の
最
大
取
水
量
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　

四
月
二
十
六
日
か
ら
五
月
十
日
ま
で
毎
秒
一．

七
四
一
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

五
月
十
一
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
毎
秒
一．

一
八
五
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

九
月
六
日
か
ら
翌
年
四
月
二
十
五
日
ま
で
は
毎
秒
〇．

三
九
八
立
方
メ
ー
ト
ル

三　

そ
の
他
管
理
規
程
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項

　

１　

ゲ
ー
ト
の
操
作
、
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

　

２　

緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

　

３　

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
穴
山
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、　

次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

戸　
　

村　
　

俊　
　

幸　
　
　

一　

就
任
し
た
者
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平
成
二
十
三
年
九
月
一
日

氏

家

守

男

栗
原
市
一
迫
北
沢
一
本
松
北
二
十
四
番
地

一

理　

事

就

任

年

月

日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名



二　

退
任
し
た
者

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

公
聴
会
の
開
催
日
時
及
び
開
催
場
所
並
び
に
関
係
者
の
範
囲

二　

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件

　
　

区
画
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
の
事
前
決
定
に
つ
い
て

第2291号　平成23年９月20日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日

星　

順

一

安

部

昭

男

高

橋　

孝

佐

藤

好

美

及

川

祐

宏

伊

藤

貞

幸

瀬

戸

数

衞

遠

藤

笠

根

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
百
七
十
四
番

地栗
原
市
若
柳
字
下
畑
岡
峯
百
四
十
四
番
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
八
十
九
番
地

二栗
原
市
若
柳
字
川
南
南
谷
地
五
番
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
東
坂
戸
二
十
四
番
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
蒲
二
番
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
松
原
百
九
十
番
地
一

栗
原
市
若
柳
字
下
畑
岡
内
谷
川
三
十
九
番

地

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

平
成
二
十
三
年
九
月
五
日

氏　
　
　

名

星　

順

一

安

部

昭

男

及

川

祐

宏

伊

藤

貞

幸

高

橋

隆

民

菅

原

四

郎

瀬

戸

数

衞

遠

藤

笠

根

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
百
七
十
四
番

地栗
原
市
若
柳
字
下
畑
岡
峯
百
四
十
四
番
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
東
坂
戸
二
十
四
番
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
蒲
二
番
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
西
坂
戸
八
十
九
番
地

二栗
原
市
若
柳
字
川
南
東
谷
地
七
十
一
番
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
松
原
百
九
十
番
地
一

栗
原
市
若
柳
字
下
畑
岡
内
谷
川
三
十
九
番

地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

監

事

開

催

日

時

 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日

　

午
後
二
時
か
ら

　

午
後
三
時
ま
で

開

催

場

所

 

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
三
階
会
議
室

関
係
者
の
範
囲

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

牡
鹿
漁
業
協
同
組
合

利
害
関
係
者


